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Financial Well-being の向上に向けた
取組みと新しいNISA制度について

信託オープンセミナー

はじめに

　金融庁総合政策課長の高田と申します。本
日は、Financial Well-being の向上と新しい
NISA制度についてお話しします。

1.　資産所得倍増プラン

⑴　家計の金融資産の推移・構成比
　資料 4頁のとおり、令和 ５年 ６月末時点で
2,100兆円を超えているわが国の家計金融資
産のうち、半分以上が現預金の形で運用され
ている一方、株式と投資信託は合わせて 2割

未満となっています。これは海外に比べても
かなり偏った構成であり、米国や英国では現
預金の割合が日本よりはるかに低い一方で株
式や投信の保有割合は 4割ないし 3割を超え
ています。
　資料 5頁の過去20年間の家計金融資産の推
移を見ると、米国では3.3倍、英国では2.3倍
に増えているのに対し、日本は1.4倍にとど
まっています。これは運用リターンの差が表
れたもので、日本でも仮に株式や投信の保有
割合がもっと多ければ、家計金融資産がもう
少し増えていた可能性もあり、家計について
かなりの機会損失が生じていたものと考えて



Financial Well-being の向上に向けた取組みと新しい NISA 制度について―　　―200 信託297号 2024.2

います。

⑵　資産所得倍増プラン
　こうした問題意識の下、令和 ４年11月に政
府として資産所得倍増プランを決定しまし
た。資料 6頁のとおり、基本的な考え方は、
家計に眠る現預金を投資につなげることによ
り、勤労所得に加え金融資産所得も増やして
いき、家計に眠っていた現預金が企業の成長
投資に向かえば企業価値が向上し、企業価値
が向上すれば、さらに家計が金融資産所得を
得られるという、いわば好循環の実現が期待
できるということです。このような観点から、
NISAの総口座数と買付額の倍増という目標
を立てています。
　資料 7頁のとおり、資産所得倍増プランに
は 7本の柱を掲げています。第一の柱は、令
和 ５年の税制改正で実現が決定した、NISA
の抜本的拡充と恒久化です。これは令和 ６年
1月から開始されます。
　第四の柱には、雇用者に対する資産形成の
強化を掲げています。これは本日のテーマ
であるFinancial Well-being にも関係します
が、職域を通じて従業員の金融リテラシー向
上や、資産形成の支援を行っていくことが重
要であると考えています。
　第五の柱として、金融経済教育の充実を掲
げています。後ほど少し説明しますが、関連
法案の成立・施行を前提に、金融経済教育推
進機構という組織を設立し、国全体を挙げて
金融経済教育を進めていこうと考えていま
す。
　第七の柱は顧客本位の業務運営です。金融
商品を販売する金融機関がきちんと国民の方
を向いて仕事をして、信頼を勝ち得ていくこ
とが重要だと考えています。

2.　NISA 制度の抜本的拡充・恒久化

⑴　NISA 制度の抜本的拡充・恒久化の概要
　ここからはNISA制度の抜本的拡充・恒久
化について説明します。資料 9頁のとおり、
現行NISA は、つみたてNISA と一般NISA
が選択制となっていて、どちらかしか使えま
せん。また、年間投資枠は、つみたてNISA
で40万円、一般 NISA は120万円となってい
ます。また、非課税保有期間が限られており、
制度自体も時限的なものです。そうすると、
長期投資の促進を目的とする制度であるにも
かかわらず、安心して投資をしづらいといっ
たことが指摘されていました。
　資料10頁のとおり、令和 ６年 1 月から開
始される新しい NISA 制度では、つみたて
NISAの機能を引き継ぐつみたて投資枠、一
般NISAの機能を引き継ぐ成長投資枠が併用
可能になります。また、年間投資枠も、つみ
たては120万円、成長投資枠は240万円と、そ
れぞれ大きく拡大するとともに、これらを併
用できることで、最大で 1年間に360万円分
の非課税投資枠を利用できることになりま
す。また、非課税保有期間の無期限化、制度
の恒久化が実現し、一度購入した商品を一生
非課税で運用できる、使い勝手の良い制度に
なっています。
　他方で、非課税で保有できる額が無限に大
きくなってしまうことを防ぐ観点から、生涯
で管理される非課税保有限度額を導入してい
ます。金額は1,800万円ですが、多くの家計
にとっては、これは十分な金額だと思います
し、また、これは簿価残高で管理され、一度
取り崩せば再び非課税で投資をすることがで
きます。したがって、個人が自らのライフプ
ランやライフステージに合わせ、柔軟に投資
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をしていくことが可能な制度になっていま
す。

⑵　NISA の口座数及び買付額の推移
　資料11頁のグラフのとおり、NISAの利用
は大きく広がりつつあり、買付額、口座数も
右肩上がりで増えています。近年の特徴とし
ては、つみたてNISAが特に著しく増えてき
ています。また、つみたてNISAについては
比較的若い世代の方が多く利用されていると
いう特徴があります。

⑶　新しい NISA 制度の普及・活用促進
　資料12頁は、 8月に公表した令和 5事務年
度の金融行政方針です。この中でも、新しい
NISA制度の普及・活用促進を期待し、制度
の周知・普及に努めていくこととしています。
そのためにイベント等を企画しており、業界
においても、様々な取組みを行っていただけ
ると承知しています。
　また、NISA推進戦略協議会という官民連
携の協議体においてNISAの普及を進めてい
きます。特に、NISAは使い勝手が良い、信
頼感がある制度であるというイメージを浸透
させていく、いわゆるブランド化が重要だと
考えています。
　したがって、NISAあるいはその対象とな
る商品組成に関わる皆様におかれては、顧客
の方々のニーズに応える、NISAがブランド
として定着をしていく、そうした方向を目指
して対応していただきたいと考えています。
　資料13頁には、職場を通じたNISAの利用
促進について記載しています。先ほど、資産
所得倍増プランの説明の中で、職場を通じた
投資の促進が非常に重要であることを申し上
げました。投資に興味のない人は自らホーム

ページで調べたりすることもなかなかないか
もしれませんが、職場などにおいて職員の
方々に、こうした情報を提供していただく、
勧めていただくことにより、投資に触れるき
っかけが生まれることは大いにあり得ると考
えています。
　現在多くの企業で、職場つみたてNISAを
展開いただいておりますし、場合によっては
従業員の給与から天引きでNISAに積み立て
をしてもらったり、さらには職場から一定の
奨励金を支出するといった例も増えてきてい
ると承知しています。
　本日ご参加の皆様は金融機関の方が多いと
思いますので、顧客の企業に対し、こうした
制度の仕組みの導入を訴えかけていただくこ
ともあるでしょうし、それぞれの金融機関の
自社における職員向けの取組みも進めていた
だければと思います。
　なお、職場つみたてNISAにおいて、職場
から奨励金を支出した場合には、当該奨励金
が賃上げ促進税制の対象となることを国税庁
に照会の上で明確化しているところです。

3.　ファイナンシャル・ウェルネス

⑴　ファイナンシャル・ウェルネスとは
　ここからはファイナンシャル・ウェルネス
についてお話しします。ファイナンシャル・
ウェルネスは日本語に訳すことがなかなか難
しい面もありますが、雇用者の資産形成を支
援するなど、企業が従業員に対して、心身の
健康のみならず経済的な安定を支援する取組
みのことを言います。
　ほとんどの企業では、従業員の健康に気を
配り、定期的に健康診断を受けさせる等の取
組みをしていると思います。それは当然なが
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ら、従業員が健康であることが企業にとって
の生産性の向上にもつながるからですが、同
時に、従業員が経済的に安心して充実した生
活を送ることは、従業員エンゲージメントの
向上にもつながりますし、それがひいては生
産性の向上、企業価値の向上にも資するとい
う考え方があります。
　具体的な取組みの例としては、資料15頁に
記載のとおり、企業型確定拠出年金の継続的
な加入者教育やｅラーニングの研修等、様々
なものがあります。こうした取組みを積極的
に行っていただいている企業においては、例
えば企業型確定拠出年金の加入者ウェブサイ
トのアクセス数の増加や、元本確保型資産の
配分割合の減少といった成果も報告されてい
るところです。

⑵　有価証券報告書における「ファイナンシ
ャル・ウェルネス」や「資産形成支援」に
関する開示の例
　資料16頁に記載のとおり、内閣府令を改正
して、本年の 3月期から有価証券報告書にサ
ステナビリティ関連情報の記載欄を新しく設
け、記載いただくことになっています。資料
17頁のとおり、実際に、ファイナンシャル・
ウェルネス、資産形成支援およびその開示に
積極的に取り組んでいただいている例があり
ます。
　例えば、ちゅうぎんフィナンシャルグルー
プでは、従業員のファイナンシャル・ウェル
ネスの実現に向けた取組みにより、従業員エ
ンゲージメントの向上、企業成長につなげる
という考え方が記載されています。
　ひろぎんホールディングスでは、従業者が
私生活を楽しみ、充実した人生を送ることが
重要であり、そのためには金銭面における安

心感の付与が必要であると記載されていま
す。これもファイナンシャル・ウェルネスの
考え方です。

⑶　雇用者の資産形成支援に関する取組み
　本日ご参加の皆様は金融機関の方が多いと
思いますので、どちらかといえば企業に対し
て職場での取組みを促していただく立場かと
思いますが、財務局において、雇用者の資産
形成支援に関して、研修講師のあっせんなど
の様々な取組みを行っています。資料18頁に
各地の財務局等の連絡先を記載しているの
で、ご活用いただければと思います。

⑷　資産運用立国の実現と資産所得倍増プラ
ンの推進
　資料19頁のとおり、現在、政府において
は、資産運用立国の実現に向けた検討を進め
ています。まず、NISAなどの家計における
安定的な資産形成に向けた制度整備、金融リ
テラシーの向上、金融商品の販売会社による
顧客本位の業務運営の確保について、資産所
得倍増プランとしてパッケージを策定してい
ます。
　また、企業の成長性を高める観点から、コ
ーポレートガバナンス改革アクションプログ
ラムを令和 ５年 4月に定め、その取組みを進
めています。
　さらに、家計の金融資産を預かって運用す
る立場にある資産運用業者やアセットオーナ
ーの機能強化がなされることにより、インベ
ンストメントチェーン全体が完成し、成長と
分配の好循環が実現すると考えています。
　資料20頁は本事務年度の金融行政方針の中
で、特に資産運用立国に向けた取組みについ
て記載した部分の概要です。 1点目として、
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資産運用会社などの資産運用力の向上、また
ガバナンス改善と体制の強化を挙げていま
す。これは、資産運用会社などにおいて、専
門性の向上や運用人材の確保などを行ってい
ただく必要があるということです。また、顧
客の最善の利益を考えた運営を確保するた
め、ステークホルダーへの開示の在り方など
の環境整備を挙げています。
　 2点目として、スチュワードシップ活動の
実質化を挙げています。これはどちらかとい
うと資産運用会社における取引先の企業に対
する取組みであり、取引先企業の成長力を高
めていただくことを期待するものです。
　 3点目として、新規参入の支援を通じた競
争の促進を挙げています。そのための規制緩
和等も行うわけですが、これにより全体のレ
ベルアップを図っていきます。
　 4点目として、運用対象の商品についても、
オルタナティブ投資やサステナブル投資など
多様化を推進していきます。
　 5点目として、国際金融センターの実現に
向けた情報発信の強化を挙げています。現在
まさに「Japan Weeks」という一連のイベン
トを展開しています。今週も数多くのイベン
トが行われているところです。こうした機会
を通じて、わが国の取組みを発信していきた
いと考えています。
　なお、企業型確定拠出年金については、イ
ンベストメント・チェーンにおけるアセット
オーナーに相当するのは加入者個人になりま
す。実施企業や運営管理機関は、加入者が選
択する運用商品ラインアップを提示する重要
な役割を担っています。

4.　金融経済教育

⑴　金融経済教育を巡る課題
　ここからは実際に投資を行うための金融リ
テラシーについてお話しさせていただきま
す。資料23頁の調査結果のとおり、金融経済
教育を受けたと認識している人は 7％にすぎ
ない一方、金融経済教育を行うべきだと回答
した人は 7割を上回っているので、ニーズと
実態にギャップが存在していることになりま
す。
　特に企業型確定拠出年金を実施する事業主
については、加入者の継続投資教育を行うこ
とが法律上も義務付けられています。資料24
頁のとおり、事業主へのアンケートでは、 8
割近い事業主が継続投資教育を実施している
と回答している一方で、受け手である従業員
のほうは、そうした教育を受けたと回答した
人が1割程度にすぎず、事業主と加入者で認
識のギャップが存在していることになりま
す。
　資料25頁のとおり、企業型確定拠出年金の
総資産の 4割以上は、実は元本確保型商品で
運用されています。そうすると、せっかく加
入者が増えても、そのリターンが十分に上が
らない、投資のポテンシャルが100％全うさ
れない恐れがあります。
　このことについては、指定運用方法を選定
する事業主の 4分の 3が元本確保型商品を選
定していることが原因の一つであるとして、
事業主における商品の提示の在り方にも改善
の余地があるのではないかという指摘があり
ます。金融業界の方々において対応をよく検
討いただければと思います。
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⑵　金融経済教育推進機構の概要
　金融リテラシーの向上を国全体として進め
ていく出発点として、令和 ６年、新たな認可
法人である金融経済教育推進機構を設立する
予定としています。そのための関連法案は通
常国会に提出されており、現在参議院で継続
審査中です。金融経済教育推進機構が設立さ
れると、資料26頁のとおり、政府、民間の団
体などは、金融経済教育の機能をいわば統合
して、一体的に進めていくことになります。
信託業界の皆様におかれても既に様々なご協
力をいただいていますが、今後さらに、金融
経済教育推進機構を通じてご協力をいただけ
ればと考えています。

　資料27頁のとおり、金融行政方針の中でも、
金融経済教育の充実について記載していま
す。まさに国民一人ひとりが描く Financial 
Well-being の実現に向けた効果を期待して
いるところです。
　私からの説明は以上とさせていただきま
す。
　ご清聴ありがとうございました。

　本稿は、令和 5年10月 4 日に開催された
信託オープンセミナーにおける金融庁総合
政策局総合政策課長　高田英樹氏の講演内
容をとりまとめたものです。

（たかだ・ひでき）
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